


６．参加資格 

７．提 出 物  ・提案書（様式は提案者任意様式とする） 

（各８部）   ※物品購入後に生じる必要経費となるランニングコスト部分をすべて示すこと。

・見積書（消費税及び地方消費税を含まない。）

・会社概要及び実績（様式第３号を提出すること）

・提出物原本と別に各８部を準備のうえ提出すること。

８．審査方法  提案書等の内容について、プレゼンテーションを行い、審査委員が別に定める選

定要領に基づき公平に評価を行う。その結果、評価点の合計点が最も高い者を、

随意契約の相手方となる優先交渉権者の候補者として選定する。 

  ただし、参加者が１者の場合は、審査の評価点合計に最低基準を設け、基準を下回

った提案は、選定しないものとする。 

  プレゼンテーション審査は、壱岐市が指定する日時・場所で対面により実施する。 

９．企画経費  本プロポーザルに必要な経費は参加者の負担とする。 

10．そ の 他 本事業の速やかな実施のため、提案内容の一部変更を指示することがあるが了承

のこと。 

11．問 い 合 わ せ 先 壱岐市 会計課 会計係 

  長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触５６２番地 

  電 話  0920-48-1119（直通）  FAX  0920-47-5061 

メール  iki-kaikei@city.iki.lg.jp

(1) 令和７・８年度壱岐市競争入札参加資格名簿の「その他事務機器」に登録

予定（指名願い提出・審査済）の者

(2) 参加表明書提出日において、「壱岐市が発注する工事等の契約に係る入

札参加資格者の指名停止の措置要領（平成１６年壱岐市訓令第２９号）」に

基づく指名停止を受けていない者

(３) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当し

ない者

(４) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定により更生手続開始の申し

立てがなされていないこと、または民事再生法（平成１１年法律第２２５号）

の規定により再生手続開始の申し立てがなされていないこと。ただし、会

社更生法の規定による再生計画又は民事再生法の規定による再生計画に

ついて、裁判所の認可決定を受けた者を除く。

(５) 壱岐市契約等における暴力団等の排除措置に関する要綱（平成２４年壱岐

市告示第８５号）第４条第１項の規定に該当しない者

(６) 専門技術者等、十分な業務遂行能力を有し、適切な執行体制を有している

者
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